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社会的養護の担い手
里親を増やすために

里親の新規開拓と増員
●岩手県家庭的養護推進計画では、一般の登録里親数を
平成41年度までに173組に増やすとしており、全県
的に里親の新規開拓が必要。
●特に、養育里親を増やす必要があり、｢里親＝養子縁
組里親｣ のイメージを変え、｢家庭養護の担い手＝養育
里親｣ として普及を図る必要がある。

全市町村への養育里親の設置
●本県では７町村に登録里親がいない等の地域偏在があ
るが、家庭養護を必要とする子どもに対し、転校等が少
なく生活環境の変化が最小限となるよう里親委託を進め
ることも方策の一つであることから、県下全ての市町村
に複数組の養育里親をおけるよう拡充することが必要で
ある。

専門里親の増員
●被虐待児童や非行児童等の養育の難しい児童が増えて
いるが、それらを養育する専門里親は県下にわずか７組
のみであることから、今後専門里親をふやすことが必要
である。

措置における里親委託の優先
　里親委託率を平成41年度に30％台としていくため
には、児童相談所の措置において ｢里親委託優先の原則」
をさらに徹底して進めることが必要である。

里親への定期的な訪問等支援
　委託里親に対する訪問支援や未委託里親の状況把握
は、児童相談所の役割であるが、虐待対応業務等の増加
により対応できない現状にあり、登録里親の状況把握と
国のガイドラインで示す定期訪問を始めとする必要な里
親支援が確実に行えるよう、全県的な支援体制の整備が
必要である。

里親への研修等の充実
　里親に対する研修は、これまで、養育里親への登録前
研修と５年毎の更新研修が主であり、施設職員の研修機
会に比べ圧倒的に少ない実態である。平成29年度から
法定研修となる養子縁組里親への研修を実施する必要が
あるほか、里親経験年数に対応し、養育技術や里親制度
等に関する体系的な研修や未委託里親に対する研修、法
定研修のない親族里親に対する養育技術等の研修等、里
親の資質の向上を図る取組みが必要である。

ファミリーホームの設置支援
　ファミリーホームは、子ども同士の相互作用を活かし
つつ、複数の子どものいる環境の方がより適合しやすい
子どもや、個人の里親には不安感を持つ保護者に対して
も有用であることから先進地調査等をしながら情報収集
に努め、県内へのファミリーホームの設置に向けた取組
みを推進することが必要である。

岩手県里親会  佐々木 裕 会長

本県の里親委託推進上の課題
（里親委託推進プラン（平成28年12月19日策定））から
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